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農
林
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委
員
会
）
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）

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

閣
法
第
五
○
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
消
費
者
の
商
品
選
択
に
資
す
る
農
林
物
資
の
規
格
に
関
す
る
制
度
の
充
実
及
び
公
益
法
人
に
係
る
改
革
を
推

進
す
る
必
要
性
か
ら
、
農
林
物
資
の
規
格
に
関
す
る
制
度
を
見
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
流
通
の
方
法
を
基
準
と
す
る
日
本
農
林
規
格
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
）
の
導
入

流
通
の
方
法
に
特
色
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
価
値
が
高
ま
る
と
認
め
ら
れ
る
農
林
物
資
に
つ
い
て
、
流
通
の
方
法
を
基
準

と
す
る
Ｊ
Ａ
Ｓ
を
制
定
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
登
録
認
定
機
関
制
度
の
改
善

１

製
造
業
者
等
が
Ｊ
Ａ
Ｓ
に
基
づ
く
格
付
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
登
録
認
定
機
関
を
、
国
の
代
行
機
関
と
し
て
の
位
置
付

け
か
ら
公
正
・
中
立
な
民
間
の
第
三
者
機
関
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
と
す
る
。

２

登
録
認
定
機
関
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
行
政
の
裁
量
の
余
地
が
な
い
よ
う
、
国
際
標
準
化
機
構
等
が
定
め
る
基
準
を
登
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録
基
準
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

登
録
認
定
機
関
に
対
す
る
国
の
関
与
を
事
後
監
視
型
へ
と
移
行
す
る
た
め
、
登
録
認
定
機
関
に
関
す
る
業
務
規
程
及
び

手
数
料
の
認
可
制
を
届
出
制
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
登
録
後
の
農
林
水
産
大
臣
に
よ
る
登
録
基
準
へ
の
適
合
命
令
及
び

業
務
改
善
命
令
に
関
す
る
規
定
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

４

登
録
外
国
認
定
機
関
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
属
す
る
外
国
が
Ｊ
Ａ
Ｓ
制
度
と
同
等
の
制
度
を
有
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

５

都
道
府
県
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
登
録
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
を
廃
止
し
、
登
録
認
定

機
関
の
認
定
を
受
け
た
製
造
業
者
等
に
よ
る
格
付
に
一
元
化
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
格
付
を
行
う
製
造
業
者
等
の
範
囲
の
拡
大

農
林
物
資
の
製
造
業
者
及
び
加
工
業
者
に
加
え
て
、
品
質
管
理
体
制
を
的
確
に
把
握
し
、
適
正
な
格
付
を
行
う
能
力
を
有

す
る
輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
に
つ
い
て
も
、
登
録
認
定
機
関
の
認
定
を
受
け
格
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


